
１．国⼟強靱化地域計画とは？
〜これまでの防災関連計画との違いは？〜

・これまで公表された防災関連計画との違いや関連性は？市はどの計画を優先して進めるつもりなのか？市⺠⽬線では分かりづらい。
・明⽇にでも来るかもしれない災害に対して、かけがえのない⼈命を本当に守れるのか？

むつ市
国⼟強靱化地域計画

むつ市
地域防災計画

防災公共
（むつ市分）

１．⼈命の保護
２．被害の最⼩化
３．致命的な障害の回避
４．迅速な復旧復興

１．⼈命最優先
２．孤⽴集落をつくらない
３．逃げる
※ハード＋ソフト⼀体取組み

•国⼟強靱化地域計画とは？・・・「強くしなやかな国⺠⽣活の実現を図るための防災･減災等に資する国⼟強靱化基本法」（H25.12.11公布）より
あらゆるリスク（災害等）を⾒据えつつ、どんな事が起ころうとも最悪の事態に陥る事が避けられるような⾏政や地域社会、地域経済のあり⽅を探
るもので、その結果（具体的な施策や⽅向性等）を各⾃治体が「地域計画」として定めるもの。

これまでに公表されている防災関連計画にはどんなものがあるか？

・むつ市地域防災計画（最新版：平成20年1⽉改訂）
防災対策に関し必要な体制を確⽴するとともに、関係機関の総合的かつ計画的な対策の整備推進を図り、住⺠の⽣命、⾝体及び財産を災害から保護し、被害を軽
減して郷⼟の保全と住⺠福祉の確保を期することを⽬的とする。（災害対策基本法第42条規定）
・防災公共推進計画（平成25年度策定）
災害時に、⼈命を守ることを最優先に「孤⽴集落をつくらない」という視点と「逃げる」という発想を重視した防災対策と危機管理体制の強化などのハード・ソフトが⼀体と
なった取り組み。

今、地域防災で問われている本質とは何か？

当市に係る防災関連計画

１．防災対策確⽴
２．防災体制確⽴
３．⼈命保護
４．被害軽減

市⺠⽬線での疑問

これらの市⺠⽬線での疑問に答え、かけがえのない市⺠の⽣
命と財産を守る「本物の実⾏⼒」を備えることが地域防災
で問われている本質であり、当市に課せられた責務である。
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２．国⼟強靱化地域計画ができるまで

２

モデル団体への選定
（決定）
H26.8.22

県との合同ワーキンググループ設置

国⼟強靱化地域計画の決定・公表 H27.10

H26.7〜H27.10（全３回開催）
■国⼟強靱化地域計画（案）の審議
・計画内容（構成）の確認
・優先施策分野の庁内共通認識
・既存計画との調整⽅針の確認
・予算編成作業との調整⽅針の確認
・今後の⾒直しに向けたスケジュール確認
・パブリックコメントの取り扱い協議など

国との調整 取り組み体制（県との調整含む）

「むつ市国⼟強靱化地域計画策定
委員会」の設⽴（H26.7.23）

モデル団体への応募
（内閣官房）
H26.4.30 H26.9〜H27.1間（全５回開催）

■国⼟強靱化地域計画（案）の作成
・地域特性分析（⼈⼝・産業構造等）
・リスクシナリオ設定（リスクシナリオマップ作成）
・起こってはならない事態の分析・設定
・重要業績指標（KPI）の設定と脆弱性評価
・優先施策分野の抽出、具体施策の設定など
■⼯夫点等
・市と県との担当職員による横断的な作業体制
・市⺠満⾜度調査結果の反映
・ソフトVE（注１）による価値分析など

注１）VE：Value Engineering（バリューエンジニアリング）の略で、価値⼯学とも
呼ばれている。製品や役務（サービス）などの価値を最⼤にしようという体系的⼿法。こ
の⼿法を計画（ソフト）策定に⽤いたもの。

H27.8〜9
■市⺠を対象とした意⾒照会（パブリックコメント）
⇒市ホーページ・各庁舎で閲覧、メール・郵送・FAXで回答

■事業者等意⾒照会：各町内会、商⼯会議所、交通事業者
⇒訪問調査（聞き取り）



国道２路線（国道279号、国道338号）が機能不全に陥ってはならない！

・当市の産業活動は、国道２路線（国道279号、国道338号）に⼤きく依存しています。
・かつ、単路線であるため代替機能を有していません。

３．当市の地域特性とは？
◆地域特性①

３

【産業活動イメージ】

物資の供給元

【地区別人口（H22）】

※出典：平成22年「国勢調査」

【下北半島地域】

⽣活・産業エリア
森林エリア（主に国有林）

集落（居住区域）

冬期閉鎖路線

【凡 例】

林野エリア
約８４％

居住エリア
約２％

■⾯積：863.79km2

・県⾯積の9.0％
・林野エリア：84.1％（726.19km2）
・居住・事業所エリア：1.8％（15.77km2）

人口
（人）

人口割合
（％）

むつ地区 47,116 77.2%

川内地区 4,507 7.4%

大畑地区 7,623 12.4%

脇野沢地区 1,820 3.0%

むつ市計 61,066 100.0%

・ 居住エリアは国道２７９号、

国道３３８号沿線に集中。

・ 人口の約８割がむつ地区

に集積。



14歳以上

3,923人
9.4%

15～64歳
20,146人
48.4%

65歳以上

17,530人
42.1%
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⼈⼝減少及び⾼齢化社会を⾒据えた取り組みが必要！

・⼈⼝減少が進み、2040年には約4万1千⼈規模（約32％減少）になると予想されています。
・同じく2040年には、65歳以上の⼈⼝が40％以上を占める⾃治体は半数近くになると推計されています。
・当市も例外ではなく、2040年には⽼年⼈⼝の割合が約42％になると推計されています。

３．当市の地域特性とは？

４

【将来推計人口の推移】
（2010～2040）

◆地域特性②

H52
（2040年）

むつ市 42.1％

青森県
41.5％

（全国2位）

全国 36.1％

約３２％の人口減少
（H52/H22)

６５歳以上
約４２％

※出典：平成22年「国勢調査」、平成27年〜「国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 ⽇本の市町村別将来推計⼈⼝（H25.3推計値）」

全国及び青森県と比べ、
むつ市の65歳以上人口
の割合は高くなります。

【将来人口の割合】
（2040年）

【老年人口の割合】
（2040年）
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不動産業・物品運賃業

複合サービス事業

情報通信業

（人）

第1次産業

5.5%

第2次産業

21.1%

第3次産業

71.5%

第３次産業分野を中⼼に、災害に対する「⼗分な備え」と「回復⼒」を⾝につけておくことが重要！

・当市における第３次産業就業者の⽐率は約72％と、⻘森県の平均値（64.6％）を上回っています。
（平成22年国勢調査より）
・当市の産業構造は第３次産業が基幹産業となっています。

３．当市の地域特性とは？

５

※分類不能 （約1.9%）
を除いています。

【第３次産業の分類別人口】（H22）【産業別人口の割合】
（H22）

※出典：平成22年「国勢調査」

第３次産業人口
約７２％

◆地域特性③

卸売業、医療・福祉
サービス業、公務員

が中心




